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研究成果の概要（和文）： 第一の成果として、日豪の教員の性教育に対する意識と実態の違いが明らかになっ
た。特に、オーストラリアの教員を取り巻く学外の支援環境と教員養成教育は、日本の教員が直面する課題とそ
の解決策について新たな視点を提供していることがわかった。第二の成果として、社会的支援との連携の重要性
が明らかになった。オーストラリアの事例から、学校と地域社会との連携ならびに協働は、学校における性教育
の質を高めるとともに、若者の健全な成長を支える社会的基盤を築くことがわかった。
 これらの成果は、包括的性教育の推進に向けた具体的な手法とその効果を示しており、日本の性教育の質的向
上に寄与することが期待される。

研究成果の概要（英文）：The first outcome of the study revealed differences in the attitudes and 
realities of Australian and Japanese teachers towards sex education.　In particular, it was found 
that the external support environment surrounding Australian teachers and teacher training and 
education provides new perspectives on the challenges faced by Japanese teachers and their 
solutions.The second outcome of the study revealed the importance of collaboration with social 
support. The Australian case study shows that school-community partnerships and collaboration can 
enhance the quality of sex education in schools and build a social foundation to support the healthy
 development of young people.
These results indicate concrete methods and effects for the promotion of comprehensive sex 
education, and are expected to contribute to the qualitative improvement of sex education in Japan.

研究分野： 教育学およびその関連分野
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  ２版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
教員の専門性向上の観点から、性教育を担当する教員の専門知識やスキルの向上を図るための養成教育や研修の
重要性を明らかにすることにより、教員が自信を持って包括的性教育を実施できるようになることが期待でき
る。次に、性教育の質の向上の観点から、日本とオーストラリアの性教育の現状と課題を分析することで、日本
における性教育カリキュラムや指導法の改善に役立つ知見を提供し、長期的な視点での性教育の質的向上を図る
ことができる。最後に、社会的協働の強化の観点から、学校と地域社会、関連機関との協働の重要性を示すこと
で、包括的性教育の実践を支援する社会的環境の整備に貢献できる可能性を示唆することができる。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。



様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１（共通） 

 

１．研究開始当初の背景 

2009 年にユニセフから出された「国際セクシュアリティ教育ガイダンス（International 

Technical Guidance on Sexuality Education−An evidence−informed approach for 

schools,teachers and health educators）」において、包括的性教育を子ども・若者に保障す

ることは、政府の責任であるとされている。また、包括的性教育の特徴は、ジェンダー平等を

基礎とした関係性と多様性の容認が重視される点にある。 

日本国内では、中央教育審議会答申(平成 20 年 1 月 17 日)が「性情報の氾濫など、子どもた

ちを取り巻く社会環境が大きく変化してきている。このため、特に、子どもたちが性に関して

適切に理解し、行動することができるようにすることが課題となっている。また、若年層のエ

イズ及び性感染症や人工妊娠中絶も問題となっている。」としているものの、平成 30 年度以降

全面実施された学習指導要領では、性に関する内容の取扱いにほとんど変化は見られていな

い。先行研究の「10 代の性感染症急増下の日本における性教育の実態と課題に関する研究」

（2006-08 年度、科研基盤Ｂ、研究代表者：橋本紀子）では、全国 700 中学校の 3年間の性教

育時間の平均は 10 時間あまりで、保護者の期待に反し、生徒の知識水準もきわめて不十分なも

のであることが報告されている。さらに、性教育を担当する教員について、養成教育及び研修

の評価、教材について調査した研究はほとんど見当たらない。 

オーストラリアのカリキュラムの特色は、教科の学習 (discipline-based learning  

areas)と汎用性能力(general capabilities)の育成および領域横断的な優先事項

(crosscurriculum priorities)が重視されていることである。汎用性能力(general 

capabilities)とは、学習領域を超えて必要とされる知識、技術、行動および態度のことで、具

体的には①リテラシー、②ニューメラシー、③ICT 技能、④批判的・創造的思考力、⑤倫理的

行動、⑥異文化理解、⑦個人および社会的能力を指す。これらは、性教育においても必要とさ

れる能力であり、若者が多様化する社会を生き抜いていくために必要な基本的な力であるとい

える。オーストラリアは多民族、多文化国家であり、学校にも様々な国の生徒が集まっている

ことから、文化、生活習慣、宗教などを互いに尊重しあうことや他者と協同する態度や能力が

不可欠であるとされ、学校教育においてこれらの能力を育成することが必要とされている。こ

れらは今後の日本において取り入れるべき教育的観点であるといえる。  

2016 年に、西オーストラリア州家族計画協会(SHQ)は、独自に研究開発した健康教育プログ

ラム「RELATE」を発表した。プログラムは、全体を通して相互学習 (対話的)形式で行われ、児

童生徒の性に関する知識と関係性についての理解を高めることを目指している。SHQ によれ

ば、教員は学校生活を通して児童生徒をよく理解しており、セクシュアリティ教育プログラム

を担当するのに最適な存在であるとしている。「RELATE」は、児童生徒が主体的に学習する対話

的学習が中心となっており、児童生徒が能動的に学習に参加する方式をとっていることから、

この教材の活用方法を分析することは、日本の性教育の教材開発にも役立てることができると

考える。また、オーストラリアの学校教育は、学校と子供の発達をサポートする地域社会との

協働が充実しており、非常に興味深いものがある。こうした点も深めて、オーストラリアの教

育システムについて分析する。 

 

２．研究の目的 

本研究における目的は次の 3点とする。 



1)日本とオーストラリアの中学校及び高等学校における性教育に対する保健体育科教員の意識

と実態を検討するとともに、両国の保健体育科教員の養成教育における性教育に関連する学習

の有無に着目しその現状と課題を検討する。 

2)オーストラリアのカリキュラムで取り扱われている性教育の内容を、連邦政府および州政

府・特別地域政府から収集し分析する。 

3)オーストラリアの学校教育は、学校と子供の発達をサポートする地域社会との協働が充実し

ていることから、各種学外関係機関の活動内容と役割について調査する。 

 

３．研究の方法 

1)日本およびオーストラリアの保健体育科教員を対象として、半構造化面接を実施する。 

2)オーストラリアのカリキュラムで取り扱われている性教育の内容を、連邦政府および州政

府・特別地域政府から収集するため、西オーストラリア州保健省担当者にインタビューを行う

とともに公的機関が公表しているカリキュラム内容について調査する。 

3)オーストラリアの学校における性教育をサポートする学外関係機関を訪問し、その活動内容

と役割について調査する。 

 

４．研究成果 

1)教員インタビュー 

(1)西オーストラリア州パース市の教員 

2019 年にパース市内の中等教育学校に勤務する保健体育科教員 7名、保健体育科教育実習生

3名を対象として、半構造化面接を実施した。 

オーストラリアの性教育は各州および準州の教育局が独自にカリキュラムを設定し実施して

おり、一般的に性教育は保健体育（Health and Physical Education）の一環として行われる。

西オーストラリア州でも、性教育は保健体育の一環として実施され必修である。州保健省は

「Growing and Developing Healthy Relationships (GDHR)」という性教育プログラムを作成し

ていて、教員たちが効果的に性教育を行うための支援をしている。 

保健体育科教員は、思春期における身体の変化や生殖機能、性の多様性や性のアイデンティ

ティ、避妊や性感染症の予防、安全で健康的な性行動、同意の重要性、境界線の尊重、安全で

責任ある意思決定を行うためのスキル等について性教育を行っている。その際、性別、性的指

向、文化的背景に関わらず、すべての生徒が自分自身のアイデンティティを尊重され、安全な

環境で学べるよう、授業内容に関するインフォームドコンセントを徹底するなど、学習環境を

整えることに重点をおいている。授業の方法としては、アクティビティ、動画視聴、ディスカ

ッションを積極的に取り入れることにより子供たちが自分の意見を表現する場を提供してい

る。また、教員免許を取得するための養成教育では、その内容と量に差はあるものの、すべて

の教員が大学で性教育を学んでおり、学校における性教育の指導者として最も適任なのは保健

体育科教員であると語っている。 

 インタビュー対象者には、キリスト教系の学校に勤務する教員も含まれている。キリスト教

系の学校では、宗教的な価値観や教義に基づいて性教育が行われることが一般的であるため、

公立学校の性教育と比べると扱われている内容にかなり違いがあることがわかった。性教育の

内容は、思春期における身体の変化や生殖機能、人間関係、結婚や家族等の内容について宗教

的な視点をふまえて教えられている。そのため、カリキュラムは独自に作成されており、公立

学校で使用されている教科書は使用せず、キリスト教の教義や価値観を中心に据えて設計され



ている。また、キリスト教系の学校では、性教育の内容や実施について保護者の理解を得るこ

とが重視され、保護者は子供の性教育の内容に関する決定に参加することが多い。 

オーストラリアでは、公立学校は各州および準州の政府によって運営され、無料で教育を提

供しており、国内約 9500 校のうち、約 6400 校が公立学校である。私立学校には、カトリック

系学校とその他の独立系学校が含まれ、オーストラリアには約 1700 のカトリック系学校があ

る。オーストラリア全土で、公立学校には約 65%、私立学校には約 35%の生徒が在籍していて、

このうちカトリック系学校には約 20%が、独立系学校には約 15%の生徒が在籍している。 

性教育を実施するにあたっての課題として以下の点が挙げられた。性教育のカリキュラムは

州ごとに異なるため、日本の学習指導要領と比較すると一貫性に欠けることがあり、児童生徒

が転校した場合に教育の連続性が失われやすい。また、多文化社会であるオーストラリアで

は、文化的・宗教的背景に配慮した性教育が求められるため、教員が多様な価値観や信念を尊

重しながら教育を行う必要がある。それにともない、保護者とのコミュニケーションが不足す

ると、一部の保護者から性教育の内容に対する理解や支持が得られにくくなるとのことであ

る。これらの課題に対処するためには、教員の専門知識の向上やカリキュラムの改善、保護者

との連携強化が重要であるとのことだった。 

 

(2)日本国内の教員 

2019～2022 年に中学校、高等学校に勤務または勤務経験のある保健体育科教員 10 名、保健

体育科以外の教員 2名、養護教諭 4名を対象として、半構造化面接を実施した。 

教員が性教育に取り組むきっかけの 1つに、勤務校の校務分掌において、性に関する指導ま

たは健康教育の担当者となっていることが挙げられた。一方、校務分掌に性に関する指導が明

記されていない学校では、妊娠や中絶、性暴力被害に関する相談を受けたり、TT(チームティー

チング)として授業に参加したことがきっかけとなり、性に関する指導を始めたという教員がい

た。また、学校内の先輩教員が性に関する指導を実践していることにより、身近な環境の優れ

た実践から学び、自分自身も性に関する指導に対して興味関心を持つようになったと語る教員

もいた。 

 教員養成教育の中で、性科学や性教育に関する指導の授業や指導方法について学ぶ機会がな

かったと回答した教員が多いため、何をどのように指導したらよいか自信がないといった苦手

意識を持つ教員が少なからず存在することが推察される。しかし、勤務校の校務分掌や保健教

育の年間計画に性に関する指導が組み込まれていること、すでに実践している先輩教員の存在

は、教員たちが授業実践を始める後押しをしていると考えられる。 

性の多様性、LGBTQ に関する授業の実践経験のある教員は、研究者(大学教員)、地域 NPO・

NGO、当事者活動家との継続的な連携が、授業実践へと繋がっている事例が多くみられた。ある

教員は、民間性教育サークルの研修にて、大学研究者と中学校教諭による性に関する指導の共

同実践報告を聞いて感動したことをきっかけに、性の多様性/LGBTQ の授業に取り組んでいた。

学校教育の中でこれまで取り扱われることが少なかった性の多様性、LGBTQ に関する授業につ

いては、その必要性を認識してもモデルや実践例が少ないことから、興味関心を持った教員が

積極的に学外に出て、研究者(大学教員)、地域 NPO・NGO、当事者活動家たちと繋がることで情

報収集を行っていた。このことから、児童生徒たちだけでなく教員たちにとっても、性の多様

性に関する教育について学ぶ機会は十分に保障されていないことがわかる。また、性の多様性

を含む性教育は、人権を基盤とした教育であることから，児童生徒にとって身近な存在である

教員が自らの人権感覚を振り返る機会が必要であり、そのためにも継続的な教職員研修が必要



であると考える。さらに、年 1回程度の研修を実施するだけに留まることなく、定期的に専門

的知識の更新や情報共有ができる場の設定、教員同士の交流機会の提供など，教員側への継続

的な支援の工夫も重要であると考えられる。こうした研修の効果を定期的に検証しながら，多

忙化する教員に対し効果的な研修を継続することで，学校における性の多様性教育への理解が

さらに進んでいくものと考える。 

性的指向、性自認が尊重される学校づくりには、指導者となる教員たちが性の多様性につい

て充分なトレーニングを受けられる環境の整備が必要であり、そのためには教育行政機関が発

信する情報提供や教員研修の実施が不可欠であり、教員が継続して学ぶことができる研修プロ

グラムの構築が必要であると考える。 

 

2)オーストラリアの性教育カリキュラム 

GDHR(Growing and Developing Healthy Relationships)は、西オーストラリア州保健省によ

って開発された包括的な性教育プログラムで、人間関係、性の健康、ウェルビーイングについ

て教育するための資料を教員に提供することを目的としている。このプログラムは、幼稚園か

ら 12 年生までの児童生徒を対象とした教材で、西オーストラリア州のカリキュラム、特に保健

体育の学習分野に沿って作られている。 

GDHR は、思春期、生殖、人間関係、同意、人権、性的指向性自認、安全など、非常に多くの

トピックを扱っており、教員が自信を持って性の健康教育を実施できるようにするための包括

的なガイドとすぐに使える資料が盛り込まれている。また、GDHR の資料はオンラインで入手で

きるため、教員は簡単にアクセスして授業計画に組み込むことができる。 

性教育の内容や方法は、学校や教育委員会の裁量に委ねられており、ほとんどの州や特別地

域で、重要な学習領域として「個人の発育、健康と体育」の中で 10 年生まで義務付けられてい

る。性教育を担当する教員は、主に保健体育、家庭、理科、または社会学や英語など他の分野

の教員で、学校の牧師やカウンセラーが担当することもあり、小学校では学校看護師や家族計

画協会職員など、学校外の保健担当者や看護師に依頼することもある。La Trobe 大学の調査

(2021)によると、多くの教員が、性教育を効果的に行うための訓練やリソースが不足している

と感じていて、特に LGBTQ+に関する教育が不十分であるとの報告がある。これは、多くの学生

が多様な性の在り方を理解するための教育を必要としている現状と合致していないことが考え

られる。 

 

3)パース市内施設訪問 

2019 年、2023 年に海外調査を行い、①西オーストラリア州保健省、②西オーストラリア州立

カーティン大学、③SHQ (Sexual Health Quarters)、④SECCA(Sexuality Education 

Counselling and Consultancy Agency)、⑤WAAC（Western Australian AIDS Council）、⑥M-

Clinic、⑦Freedom Centre、⑧Quinns Mindarie Super Clinic、⑨Marmion Primary School

を訪問し、各関係機関の活動内容や役割についてインタビュー調査を行った。その結果、

学校と地域社会との連携ならびに協働は、包括的性教育を支える重要な要素であることが

明らかになり、包括的性教育の質を高めるためには、各関係機関による学校への支援と政

府による資金提供が不可欠であることが示唆された。学校と地域社会との連携を強化する

ことは、若者の性の健康を支える社会的基盤づくりにつながるものと考える。各関係機関

の調査内容については、順次雑誌等に公開していく予定である。 
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